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１．実施概要 

（１）保安検査実施期間（詳細は別添１参照） 

 自 平成２９年５月２２日（月） 

 至 平成２９年５月２５日（木） 

 

（２）保安検査実施者 

上齋原原子力規制事務所 

統括原子力保安検査官  甲斐 英二 

原子力保安検査官    篠川 英利 

   原子力規制部安全規制管理官（再処理・加工・使用担当）付 

                鈴木 規生 

     

２．保安検査内容 

（１）基本検査項目 

①不適合管理、是正処置及び予防処置の実施状況 

②調達管理の実施状況 

 

（２）追加検査項目 

該当なし 

 

３．保安検査結果 

（１）総合評価 

今回の保安検査においては、「不適合管理、是正処置及び予防処置の実

施状況」及び「調達管理の実施状況」を検査項目として実施した。検査

は、資料確認及び聴取等により実施した。 

検査の結果、保安検査を行った範囲においては、保安規定違反となる事

項は認められなかった。検査項目「不適合管理、是正処置及び予防処置の

実施状況」においては、平成２８年度第４回保安検査で指摘した事項につ

いて以下のとおり改善状況を確認した。 

 

〇不適合管理検討分科会での不適合事象の処理状況について 

  平成２８年度第４回保安検査で指摘した不適合管理検討分科会（以下

「分科会」という）での不適合事象の処理の遅れについては、平成２９

年３月に分科会を４回開催し、遅延していた不適合処理が完了している

ことを確認した。また、分科会が適時に開催されていなかった原因は、

分科会が成立するために必要な構成員の数が確保できなかったことであ
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ることから、分科会を原則月２回開催できるようにするため、予め開催

日を指定することにより、構成員が自らの予定への反映を容易にするこ

と、分科会長代理者を含む分科会の構成員を拡充することにより、構成

員が欠員とならないようにすることを対策として「不適合管理検討分科

会運営規則」を改正したことを確認した。分科会の運営が効率的に実施

され、不適合処理が遅延無く実施されているか引き続き保安検査等で確

認することとする。 

 

（２）検査結果 
別添２参照 

 
（３）違反事項 

なし 
 
４．特記事項 

なし 
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                              （別添１） 
保安検査日程 

 

月 日 ５月２２日（月） ５月２３日（火） ５月２４日（水） ５月２５日（木） ５月２６日（金） 

 

 

 

午 前 

 

●初回会議 ●検査前会議 ●検査前会議 ●検査前会議  

○不適合管理、是正

処置及び予防処置の

実施状況 

○不適合管理、是正

処置及び予防処置の

実施状況 

○不適合管理、是正

処置及び予防処置の

実施状況 

○調達管理の実施状

況 

○使用施設保安検

査 

 

 

 

 

午 後 

○不適合管理、是正

処置及び予防処置の

実施状況 

○調達管理の実施状

況 

○使用施設保安検

査 

○使用施設保安検

査 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

●チーム会議 

●まとめ会議 

●チーム会議 

●まとめ会議 

●チーム会議 

●まとめ会議 

●最終会議 

 

※○：検査項目、●：会議／記録確認等 
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（別添２） 

 

個 別 検 査 結 果（１／２） 

 

１．検査実施日 

平成２９年５月２２日（月） 

平成２９年５月２３日（火） 

平成２９年５月２４日（水） 

 

２．検査項目 

不適合管理、是正処置及び予防処置の実施状況 

 

３．対象となった保安規定の条文 

第２３条 不適合管理 

第２４条 是正処置 

第２５条 予防処置 

 

４．検査結果 

平成２８年度第４回保安検査で指摘した不適合管理検討分科会における不適

合処理の遅れについての改善状況及び平成２８年１２月に指摘した不適合「使

用予定のない核燃料物質の不適切な保管」の是正処置に係る実施状況について

確認した。 

 

（１）不適合管理検討分科会における不適合処理の遅れの改善状況 

〇「管理責任者（分科会長）は、速やかに分科会を開催し、遅延している

不適合処理を速やかに行うこと。」について 

    平成２８年度第４回保安検査で指摘した「第１１回不適合管理検討分

科会」で審議予定のまま未審議となっていた１８件の不適合事象につい

て、分科会を平成２９年３月に４回実施し、遅延している不適合処理を

完了していることを「第１２～１５回 不適合管理検討分科会 議事

録」及び「不適合管理台帳【平成２８年度】」により確認した。 

〇「人形峠環境技術センターは、自ら定めたルールに従い、適切に不適合

管理を実施すること。」について 

・ 分科会が適時に開催されていなかった原因は、分科会が成立するた

めに必要な構成員の数が確保できなかったことであることから、分

科会を不適合管理、是正処置及び予防処置が適切に行えるよう原則
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月２回開催できるようにするため、予め開催日を指定することによ

り、構成員が自らの予定への反映を容易にすること、分科会長代理

者を含む分科会の構成員を拡充することにより、構成員が欠員とな

らないようにすることを対策として「不適合管理検討分科会運営規

則」を改正したことを確認した。なお、「不適合管理検討分科会運

営規則」の改正においては、所長を委員長とした業務品質保証推進

委員会にて審議していることを「第９８回業務品質保証推進委員会

議事録」（平成２９年３月３０日）により確認した。 

・ 分科会の審議を効率的に行うため、蛍光灯の球切れによる消灯等の

日常的に発生する計画外事象は各課にて取りまとめること、不適合

判断フロー図・チェックシートを活用し、不適合区分の決定に係る

審議の効率化を図っていることを「第１２～１５回 不適合管理検

討分科会 議事録」により確認した。 

 

（２）「使用予定のない核燃料物質の不適切な保管」の是正処置に係る実

施状況について 

〇平成２８年１２月に行われた保安調査にて指摘された「使用予定のない

核燃料物質の不適切な保管」について、処理技術開発課長が「不適合報

告書（２８（開発）００１ 発信年月日：２０１６年１１月３０日」を

第１０回不適合管理検討分科会に報告しており、「不適合並びに是正及

び予防処置要領書」の「表－１ 計画外事象の区分」による「不適合レ

ベル B」に判定していることを確認した。 

〇処理技術開発課長が「是正処置報告書（２８（開発）００１） 受付年

月日：Ｈ２９年２月１日」により、第１１回不適合管理検討分科会に是

正処置計画を付議し、以下のとおり了承されたことを「第１１回 不適

合管理検討分科会 議事録」により確認した。 

・ 不適切な管理が改善するまでの間、「質量分析室の施錠管理」、「巡

視点検の強化」及び「保管・管理マニュアルの改訂」の自主的な管理強

化の実施 

・ 現行許可のもと、既施設に貯蔵または、廃棄 

・ 固形化処理が可能な液体核燃料物質の固形化処理の実施 

・ 受入先の許認可手続の実施 

・ 許可を得るまでの間の管理を定めた保安規定の変更 

・ 固体試料及び固形化処理後の液体試料について、許認可手続き後、貯

蔵施設に運搬し貯蔵 

・ 法令遵守等に教育の実施 
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（３）結論 

上記のとおり、保安検査を行った範囲においては、保安規定違反となる事

項は認められなかった。また、分科会での処理状況については、「不適合管

理検討分科会運営規則」の改正等による対策が講じられているものの、分科

会の運営が効率的に実施され、不適合処理が遅延無く実施されているか引き

続き保安検査等で確認することとする。 

 

５．その他 

なし 
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（別添２） 

 

個 別 検 査 結 果（２／２） 

 

１．検査実施日 

平成２９年５月２３日（火） 

平成２９年５月２４日（水） 

 

２．検査項目 

調達管理の実施状況 

 

３．対象となった保安規定の条文 

第２１条 調達 

 

４．検査結果 

調達管理に関して、調達先の品質管理に関する評価・選定が適切かつ効果

的に実施しているか検査した。検査は、契約部又は経理課、安全管理課及び

施設管理課の活動を中心に平成２８年度における役務契約及び製品購入契約

の調達管理について、関係者への聴取、記録をもとに実施した。 

 

（１）調達先の調達管理における品質管理に関する評価について 

調達先の品質管理に関する評価について、「調達管理要領」に基づき契

約請求部署（各課室長）が、「引合仕様書等」及び「調達先の品質管理に

必要な調査事項」を作成し、契約担当部署（経理課長）に提出することに

しており、契約担当部署（経理課長）は、競争参加資格認定者の中から引

合先を選定し、引合先から「調達先の品質管理に必要な調査事項」の回答

を聴取した後、「技術審査依頼書」に回答した「調達先の品質管理に必要

な調査事項」を添付して契約請求部署（各課室長）に技術審査を依頼して

いる。これらの業務手順について、以下の調達事例より確認した。 

 

  〇 調達先がＩＳＯ９００１の認証を取得している場合 

 「平成２８年度 放射能測定装置の定期点検」の役務調達における品

質管理に関する評価については、契約請求部署（安全管理課長）が「調

達先の品質管理に必要な調査事項」を作成し、契約担当部署（経理課

長）に提出し、契約担当部署（経理課長）が、引合先から「調達先の品

質管理に必要な調査事項」の回答を聴取した後、「技術審査依頼書」に



 

- 8 - 

回答した「調達先の品質管理に必要な調査事項」を添付して契約請求部

署（安全管理課長）に技術審査を依頼し、技術要件を満たしている回答

していることを「技術審査依頼書（兼回答書）件名：平成２８年度 放

射能測定装置の定期点検」により確認した。 

なお、調達先が必要な認証を取得している場合は、「調達先の品質管

理に必要な調査事項」の主な調査内容は、以下のとおりであることを確

認した。 

・ 品質マネジメントシステムにおけるＩＳＯ９００１の認証の有無 

・ 品質保証計画書（品質マニュアル）の制定の有無 

・ 過去２年以内、類似を含め受注業務実績の有無 

・ ＪＩＳ認定工場等の公的認証の有無他１３項目 

 

  〇 調達先がＩＳＯ９００１の認証を取得していない場合 

「原型プラント液体窒素設備定期点検」の役務調達における品質管理

に関する評価については、契約請求部署（施設管理課長）が「調達先の

品質管理に必要な調査事項」を作成し、契約担当部署（経理課長）に提

出。その後、契約担当部署（経理課長）が、引合先から「調達先の品質

管理に必要な調査事項」を聴取し、その回答が、ＩＳＯ９００１認証を

取得していない結果となった場合、「品質保証計画書」の提出を要求し

ている。契約請求部署（施設管理課長）は、品質保証計画書の記載内容

について「調達先の品質保証計画書の評価・確認チェックシート」を用

いて審査し、契約先が適切な品質管理能力を持っていることを確認して

いることを「技術審査依頼書（兼回答書）件名：原型プラント液体窒素

設備定期点検」により確認した。 

なお、「調達先の品質保証計画書の評価・確認チェックシート」のチ

ェック項目は、以下のとおりであり、書類又は立ち会いにより確認して

いることを確認した。 

・ 要求が織り込まれた製品であることを確認する品質保証体制が組織さ

れているか  

・ 設計から製作等の各段階における各部門の品質保証体系が定められて  

いるか  

・ 製造部門では。納期及び品質確保のため工程管理の手順について定め

られているか 

・ 納入品（材料、部品、機器等）及び組立品等に不適合が発生した場

合、これらの措置について管理方法を定められているか 

他４項目 
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（２）結論 

上記のとおり、保安検査を行った範囲においては、保安規定違反となる

事項は認められなかった。 

 

５．その他 

なし 

 

 


